
≪お知らせ≫

省エネ補助金や省エネ診断などの省エネに関するご相談は省エネ補助金等相談窓口

（青森県環境政策課）までお気軽にお問合わせください。

【TEL：017-734-9243】【FAX：017-734-8065】【E-mail：kankyo@pref.aomori.lg.jp】

【ホームページ https://www.pref.aomori.lg.jp/nature/kankyo/shouenetaisaku-shien-site.html 】

脱炭素社会の実現に向けて、徹底した省エネが求められているなか、原

油をはじめエネルギー価格が高騰し、企業経営にも大きな影響を与えて

います。

対象：中小企業基本法に定める中小企業者

年間エネルギー使用量（原油換算値）が、100kL以上1,500kL未満

の工場・ビル等。100kL未満でも、低圧電力、高圧電力もしくは

特別高圧電力で受電している場合

内容：①省 エ ネ 診断：専門家による省エネ診断を実施、具体的な

省エネ対策を提案 ※省エネセンターが実施します

・専門家１名で診断する場合：10,450円税込

・専門家２名で診断する場合：16,500円税込

➁実践サポート：技術的課題解決を支援するための専門家の派遣

★お申し込みは、裏面の申し込み用紙に記載し、Faxまたはｍailにてお送りください。

省エネ診断＆実践サポート

この事業は青森県の令和4年度中小事業者省エネ診断促進事業で行っております。

その最初の第一歩として

省エネ診断が

大きな力となります。

有 料

無 料

自らのエネルギー使用のあり方を見える化し、省エネを推進することで

CO2削減 ,コスト削減 ,経営改善が期待できます。


